
労
働
安
全
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
要
綱

第
一

関
係
政
令
の
整
備

一

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
廃
止
に
伴
う
規
定
の
整
備
を

行
う
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

二

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
改
正

ボ
イ
ラ
ー
の
据
付
け
の
作
業
に
つ
い
て
、
作
業
主
任
者
の
選
任
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

（一）

化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
で
、
改
造
等
の
作
業
に
係

（二）
る
仕
事
の
注
文
者
が
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
化
学
設

備
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
特
定
化
学
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
九
条
の
三
関
係
）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（三）
三

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正

ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
及
び
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
統
合
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
六
条



関
係
）

四

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
つ
い
て

、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

五

公
益
法
人
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
等
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
改
正

公
益
法
人
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
等
に
関
す
る
政
令
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を

行
う
こ
と
。

六

労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の

一
部
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正

題
名
を
「
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

（一）
大
臣
の
権
限
の
一
部
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
」
に
改
め
る
こ
と
。
（
題
名
関
係
）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（二）



第
二

経
過
措
置

一

労
働
安
全
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
資
産
と
す
る
こ
と
。
（
第

七
条
第
一
項
関
係
）

二

一
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
は
、
労
働
保
険
特
別
会
計
労
災
勘
定
に
帰
属
す
る
こ
と
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
七
条

第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

第
三

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二

の
一
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）


